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活
動
計
画

月
庶
務
・
学
籍

教
材
費
・
教
科
書

教
育
支
援
シ
ス
テ
ム
担
当

□
職
員
顔
写
真
一
覧
表

　
(管

理
者
２
・
待
機
室
１
・
保
健
室
１
・
セ
ン
タ
ー
２
・
小
２
・
中
高
１
・

事
務
１
）

□
学
部
会
･･
･教

材
費
・
出
席
簿
・
通
知
表
の
様
式
に
つ
い
て
提
案

□
学
籍
（
４
～
5
月
）
転
出
入
者
書
類
に
つ
い
て
起
案
・
送
付
（
前
年
度
よ
り

継
続
業
務
、
該
当
者
が
い
る
場
合
）

□
教
材
費
フ
ァ
イ
ル
の
準
備
(前

年
度
の
使
い
回
し
)

□
教
材
費
徴
収
準
備

（
公
文
は
修
了
式
・
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
て
配
布
済
）

□
教
材
費
徴
収
〆
切
日
(完

納
し
た
生
徒
は
コ
ピ
ー
を
取
っ
て

封
筒
は
保
護
者
へ
返
却
）

□
4
月
上
旬
：
図
書
教
材
納
品
チ
ェ
ッ
ク
後
、
個
人
用
配
布
準

備

□
新
年
度
の
学
籍
と
新
職
員
ID
を
登
録

□
出
席
簿
学
期
期
間
設
定

□
授
業
登
録
一
覧
表
確
認
・
作
成

□
教
育
支
援
シ
ス
テ
ム
の
職
員
説
明
会

（
新
し
く
追
加
し
た
も
の
を
伝
え
る
）

□
４
月
中
旬

　
新
任
担
当
者
の
た
め
の
特
別
支
援
学
校

　
校
務
支
援
シ
ス
テ
ム
講
座
（
出
張
）

□
転
出
入
者
（
特
支
）
の
シ
ス
テ
ム
デ
ー
タ
移
行
手
続
き
（
前
年
度

よ
り
継
続
業
務
）

□
出
席
簿
提
出
日
程

□
通
知
表
点
検
日
程
（
日
時
の
調
整
は
教
育
課
程
と
確
認
）

□
定
期
テ
ス
ト
な
ど
の
日
程
張
り
出
し
＊
年
計
で
確
認

（
テ
ス
ト
期
間
を
教
務
と
確
認
後
、
張
り
出
す
）

□
教
材
費
伺
い
書
提
出
日
程

□
前
期
教
材
費
支
出
伺
い
書
提
出
→
確
認

□
P
T
A
総
会
で
教
材
費
監
査
報
告
(資

料
添
付
)

6
月

□
学
部
会
･･
･1
学
期
の
出
席
簿
、
通
知
表
、
教
材
費
提
出
日
程
提
案

□
教
育
支
援
シ
ス
テ
ム
運
用
委
員
会
の
実
施

8
月

□
出
席
簿
・
要
録
(様

式
２
)・

教
材
費
　
廃
棄
起
案
⇒
処
分

□
学
部
会
･･
･次

年
度
の
教
材
費
計
画
に
つ
い
て
提
案

□
学
校
取
扱
金
検
討
委
員
会
の
日
程
確
認

(教
頭
・
教
務
)し

て
、
副
会
長
へ
案
内
を
出
す

□
２
学
期
通
知
表
点
検
呼
び
か
け

　
　
教
科
⇒
教
育
課
程
⇒
担
任
・
教
科
修
正
⇒
部
主
事
⇒
管
理
者

□
次
年
度
の
教
材
費
計
画
書
を
各
教
科
か
ら
回
収

□
中
間
決
算
報
告
書
作
成
（
全
児
童
生
徒
）

□
２
学
期
出
席
簿
点
検
(終

業
式
〆
)　

庶
務
⇒
部
主
事
⇒
管
理
者

□
学
校
取
扱
金
検
討
委
員
会
の
開
催
(終

業
式
の
日
？
)

□
２
学
期
出
納
簿
点
検

　
　
庶
務
⇒
担
任
修
正
⇒
庶
務
⇒
部
主
事
⇒
管
理
者

7
月

□
１
学
期
通
知
表
点
検
呼
び
か
け

　
　
教
科
⇒
教
育
課
程
⇒
担
任
・
教
科
修
正
⇒
部
主
事
⇒
管
理
者

□
１
学
期
出
席
簿
点
検
(終

業
式
〆
)　

庶
務
⇒
部
主
事
⇒
管
理
者

□
1
学
期
出
納
簿
点
検

　
　
庶
務
⇒
担
任
修
正
⇒
庶
務
⇒
部
主
事
⇒
管
理
者

□
後
期
：
教
材
費
支
出
伺
い
書
提
出
→
確
認

□
全
県
、
教
育
支
援
シ
ス
テ
ム
課
題
検
討
委
員
会
の
出
席

1
1
月

1
2
月

庶
務
・
学
籍

4
月

5
月

□
新
１
年
生
担
任
へ
要
録
シ
ス
テ
ム
入
力
案
内
（
様
式
１
）

＊
住
民
票
で
住
所
確
認
ま
で

□
課
題
把
握
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施

（
必
要
が
あ
れ
ば
）
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庶
務
・
学
籍

教
材
費
・
教
科
書

教
育
支
援
シ
ス
テ
ム
担
当

□
学
籍
（
１
～
3
月
）
転
出
入
者
書
類
受
取
、
転
出
者
書
類
の
起
案
、
次
年
度

へ
向
け
て
書
類
準
備
（
次
年
度
4
～
5
月
ま
で
継
続
、
該
当
者
が
い
る
場
合
）

□
教
材
費
監
査
の
日
程
確
認
し
、
副
会
長
へ
案
内
出
す

□
学
部
会
･･
･教

材
費
締
め
作
業
手
順
に
つ
い
て
提
案

□
教
材
費
締
め
作
業
開
始

□
３
学
期
通
知
表
点
検
呼
び
か
け

　
教
科
⇒
教
育
課
程
⇒
担
任
・
教
科
修
正
⇒
部
主
事
⇒
管
理
者

□
保
護
者
面
談
に
て
返
金
・
保
護
者
押
印

□
最
終
決
算
報
告
書
作
成

□
高
等
部
指
導
要
録
用
の
総
授
業
時
数
（
教
育
課
程
と
連
携
）

　
⇒
高
等
部
は
卒
業
認
定
、
修
了
認
定
に
使
う

□
転
出
入
者
（
特
支
）
の
シ
ス
テ
ム
デ
ー
タ
移
行
手
続
き
（
次
年
度

4
～
5
月
ま
で
継
続
）

□
要
録
に
関
す
る
こ
と

　
　
教
科
⇒
教
育
課
程
⇒
教
科
修
正
⇒
学
級
⇒
部
主
事
⇒
管
理
者

□
保
護
者
・
セ
ン
タ
ー
へ
配
布
す
る
教
材
費
(次

年
度
分
)の

公
文
起

案

□
IC
T
教
育
研
修
【
特
別
支
援
学
校
校
務
支
援
シ
ス
テ
ム
基
礎
講

座
】
参
加
（
新
旧
シ
ス
テ
ム
職
員
参
加
）
申
し
込
み
は
1
月

□
卒
業
証
書
作
成
(リ

ハ
ー
サ
ル
で
は
コ
ピ
ー
使
用
）

□
次
年
度
の
教
材
費
用
封
筒
を
用
意
す
る

□
修
了
・
卒
業
台
帳
記
入
⇒
割
り
印

□
出
席
簿
点
検
(終

業
式
〆
)　

庶
務
⇒
部
主
事
⇒
管
理
者

□
卒
業
生
の
報
告
（
義
務
教
育
）

□
教
材
費
監
査
(授

業
参
観
日
o
r修

了
式
）

卒
業
生
の
保
護
者
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
場
合
は
授
業
参
観
日

□
指
導
要
録
を
整
理
し
て
金
庫
へ
保
管
す
る

□
集
金
袋
寄
贈
申
し
込
み
(R
4
は
3
月
に
提
出
済
）

□
新
職
員
の
ID
登
録

□
出
席
簿
を
整
理
し
て
金
庫
へ
保
管
す
る

□
教
材
費
関
係
を
ま
と
め
て
倉
庫
へ
保
管

□
新
入
生
の
学
籍
登
録

□
学
級
編
成
登
録

□
出
席
簿
フ
ァ
イ
ル
準
備
(チ

ェ
ッ
ク
管
理
表
を
学
部
室
に
掲
示
）

□
次
年
度
会
計
簿
準
備

□
転
出
職
員
の
ID
削
除

※
年

間
を

通
し て

□
出
席
簿
に
関
す
る
こ
と

・
出
席
簿
の
入
力
例
作
成
（
毎
月
、
教
務
と
確
認
後
周
知
）

・
出
席
簿
の
点
検
（
毎
月
）

□
要
録
に
関
す
る
こ
と

□
就
学
奨
励
費
関
係
（
事
務
と
確
認
）

□
儀
式
の
式
次
第
準
備
（
P
P
）
、
横
断
幕
の
数
字
等
の
準
備

・
会
計
簿
チ
ェ
ッ
ク

3
月 末

次
年
度

準
備

1
月

（
１
月
下
旬
～
２
月
上
旬
）

□
課
題
把
握
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施

（
必
要
が
あ
れ
ば
）

□
教
育
支
援
シ
ス
テ
ム
運
用
委
員
会
の
実
施

□
全
県
、
教
育
支
援
シ
ス
テ
ム
課
題
検
討
委
員
会
の
出
席

□
年
度
末
学
級
事
務
処
理
の
説
明
会

□
個
別
の
教
育
支
援
計
画
の
入
力
に
つ
い
て

（
支
援
部
が
呼
び
か
け
し
、
シ
ス
テ
ム
へ
の
入
力
の
仕
方
を
説
明
）

2
月

3
月

□
公
文

　
在
校
生
：
修
了
式

　
新
入
生
：
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
て
配
布
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縄
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保
健
主
事

 職
・
氏
名
 
 

 
 
教
諭
・金
田

 
后
代

 
 

月
 

４
 

５
 

６
 

７
．
８

 
９

 
１
０

 
１
１

 
１
２

 
１

 
２

 
３

 

月
の
重
点

 
自
分
の
健
康
状
態
を
知
ろ
う

 生
活
の
リ
ズ
ム
を
作
ろ
う

 
歯
を
大
切
に
し
よ
う

 
夏
を
元
気
に
過
ご
そ
う

 
生
活
リ
ズ
ム
を
整
え
よ
う

 
目
を
大
切
に
し
よ
う

 
体
を
清
潔
に
し
よ
う

 
学
習
発
表
会
を
元
気
に
迎
え
よ
う
 感
染
症
の
予
防
を
し
よ
う

 
 
冬
を
元
気
に
過
ご
そ
う

 
心
の
健
康
を
考
え
よ
う

 
耳
を
大
切
に
し
よ
う

 
健
康
生
活
を
振
り
返
ろ
う

 

学
校
保
健

 
関
係
行
事

 

身
体
測
定

 
視
力
・
聴
力
検
査

 
心
電
図
検
査

 
耳
鼻
科
検
診

 
尿
・
蟯
虫
検
査

 
保
護
者
医
ケ
ア
説
明
会

 

胸
部

X
線
検
査
（
高
１
対
象
）
 

内
科
検
診

 
歯
科
検
診

 
水
泳
学
習

 
職
員
向
け
救
急
法
講
習

 
★
保
護
者
向
け
「
い
の
ち
の

安
全
教
育
」
資
料
配
布

 

「
虫
歯
の
日
」

 
歯
科
指
導
（
歯
と
口
の
健

康
習
慣
）

 
全
国
歯
み
が
き
大
会

 
水
泳
学
習

 

水
泳
学
習

 
「
鼻
の
日
」

 
身
体
測
定

 
「
救
急
の
日
」

 

「
目
の
愛
護
デ
ー
」

 
「
世
界
手
洗
い
の
日
」

 
修
学
旅
行
前
検
診

 
小
学
部
修
学
旅
行

 
中
学
部
修
学
旅
行

 

「
い
い
歯
の
日
」

 
「
い
い
空
気
の
日
」

 
「
い
い
風
呂
の
日
」

 
学
習
発
表
会

 

「
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
」

 
「
世
界
人
権
デ
ー
」

 
身
体
測
定

 
高
等
部
修
学
旅
行

 
新
入
生
体
験
入
学

 
「
耳
の
日
」

 
高
校
入
試

 
新
入
生
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

 

保
  健
  管
  理
 

対 人 管 理
 保
健
調
査
及
び
保
健
関

係
書
類
の
更
新

 
新
入
生
バ
イ
タ
ル
測
定

 
定
期
健
康
診
断
実
施
と
事

後
措
置

 

定
期
健
康
診
断
実
施
と
事

後
措
置

 
健
康
相
談
の
励
行

 
水
泳
学
習
前
の
緊
急
時

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

 

定
期
健
康
診
断
事
後
措

置
 
口
と
歯
の
健
康
の
取
組

 
 

熱
中
症
予
防

 
夏
バ
テ
予
防

 
水
泳
時
の
救
急
体
制
と
健

康
管
理

 
夏
休
み
中
の
生
活
指
導
と

健
康
管
理

 

夏
休
み
中
の
疾
病
治
療

状
況
の
把
握

 
修
学
旅
行
前
の
健
康
調

査
と
健
康
管
理

 
健
康
相
談
の
励
行

 

目
の
健
康
に
つ
い
て

 
修
学
旅
行
前
の
健
康
調

査
と
健
康
管
理

 
学
習
発
表
会
前
の
緊
急

時
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

 

歯
と
口
の
健
康
の
取
組

 
学
習
発
表
会
前
の
健
康

調
査
と
健
康
管
理

 

風
邪
と
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予

防
 
室
内
の
換
気
及
び
手
洗

い
の
励
行

 
冬
休
み
の
生
活
指
導
と
健

康
管
理

 

冬
休
み
中
の
健
康
調
査

 
健
康
相
談
の
励
行

 
今
年
度
の
欠
席
及
び
感

染
症
罹
患
状
況
の
把
握

 

1
年
間
の
健
康
生
活
の
反

省
 
春
休
み
の
生
活
指
導
と
健

康
管
理

 
次
年
度
の
計
画

 

対
 

物
 

管
 

理
 

大
掃
除

 
日
常
点
検

 

水
質
検
査
（
プ
ー
ル
水
・

飲
料
水
）

 
日
常
点
検

 
日
常
点
検

 
室
内
化
学
物
質
濃
度
検

査
 
日
常
点
検

 

ダ
ニ
ま
た
は
ダ
ニ
ア
レ
ル

ゲ
ン
検
査

 
日
常
点
検

 

照
度
検
査

 
日
常
点
検

 
騒
音
検
査

 
日
常
点
検

 

日
常
点
検

 
学
校
環
境
衛
生
検
査
の

結
果
等
ま
と
め

 

日
常
点
検

 
ヒ
ー
タ
ー
管
理

 
日
常
点
検

 
ヒ
ー
タ
ー
管
理

 

次
年
度
の
計
画

 
日
常
点
検

 
大
掃
除

 

保
    健
    教
    育
 

    教
   科
   等
    

科
 

目
 

保
 

健
 

中
高
Ⅰ
課
程

 

現
代
社
会
と
健
康
①

 

中
高
Ⅱ
課
程

 

 身
体
の
成
長

 

小
学
部

 

健
康
な
生
活

 

中
高
Ⅰ
課
程

 

現
代
社
会
と
健
康
②

 

（
精
神
疾
患
の
予
防
と
回
復
）
 

 小
学
部

 

体
の
発
育
発
達

 

中
高
Ⅰ
課
程

 

安
全
な
社
会
生
活
①

 

中
高
Ⅱ
課
程

 
 

歯
磨
き
・
う
が
い

 

小
学
部

 

★
自
分
だ
け
の
大
切
な
と
こ
ろ

 中
高
Ⅰ
課
程

 

安
全
な
社
会
生
活
②

 

  小
学
部

 

★
自
分
と
他
の
人
を
守
る
た
め
の
ル
ー
ル 

中
高
Ⅰ
課
程

 

★
生
涯
を
通
じ
る
健
康
①

 

  小
学
部

 

ケ
ガ
の
防
止

 

中
高
Ⅰ
課
程

 

生
涯
を
通
じ
る
健
康
②

 

中
高
Ⅱ
課
程

 

病
気
や
ケ
ガ

 

小
学
部

 

★
人
と
の
距
離
感

 

中
高
Ⅰ
課
程

 

健
康
を
支
え
る
環
境
づ
く
り
①

 

（
薬
物
乱
用
防
止
教
室
）

 

 小
学
部

 

病
気
の
予
防

 

中
高
Ⅰ
課
程

 

健
康
を
支
え
る
環
境
づ
く
り
②

 

  小
学
部

 

★
S

N
S
の
利
用

 

中
高
Ⅰ
課
程

 

現
代
社
会
と
健
康
③

 

（
が
ん
教
育
）

 

中
高
Ⅱ
課
程

 
 

感
染
症
対
策

 

中
高
Ⅰ
課
程

 

★
安
全
な
社
会
生
活
③

 

  小
学
部

 

心
の
健
康

 

中
高
Ⅰ
課
程

 

生
涯
を
通
じ
る
健
康
③

 

関
 

連
 

教
 

科
 

生
活
習
慣
を
整
え
よ
う

（
生
活
科
）

 
 

基
本
的
生
活
習
慣

 
（
生
活
科
）

 

給
食
指
導
（
噛
む
こ
と
の

大
切
さ
に
つ
い
て
）

 
 

歯
み
が
き
指
導

 

（
生
活
科
）

 

夏
の
過
ご
し
方

 

（
生
活
科
・
家
庭
科
）

 
 

 

給
食
指
導
（
学
校
給
食
が

で
き
る
ま
で
）

 
冬
の
過
ご
し
方

 

（
生
活
科
・
家
庭
科
）

 

風
邪
の
予
防
に
つ
い
て

 

（
生
活
科
）

 
 

自
分
自
身
の
体
調
を
振
り

返
る
（
生
活
科
・
家
庭
科
）

 

総 合 的 な 探 求
 

※
Ⅰ
・
Ⅱ
課
程
に
お
い
て

児
童
生
徒
の
実
態
に
応
じ

た
授
業
の
取
り
組
み

 

 
就
業
体
験
①

 

（
体
調
を
整
え
る
、
体
調
の

変
化
を
伝
え
る
）

 

 
就
業
体
験
①

 

（
体
調
を
整
え
る
、
体
調
の

変
化
を
伝
え
る
）

 
 

 

 

校
内
実
習

 

（
体
調
を
整
え
て
働
く
）

 
 

 

特
 
別

 
活

 
動

  

Ｈ
 
Ｒ

 
活

 
動

 

 
給
食
指
導
（
噛
む
こ
と
の

大
切
さ
に
つ
い
て
）

 
歯
み
が
き
指
導

 
1
学
期
の
振
り
返
り

 

夏
休
み
の
過
ご
し
方

 
 

 
給
食
指
導
（
学
校
給
食
が

で
き
る
ま
で
）

 

2
学
期
の
振
り
返
り

 

冬
休
み
の
過
ご
し
方

 
風
邪
の
予
防
に
つ
い
て

 
リ
ク
エ
ス
ト
給
食

 
1
年
間
の
ま
と
め

 

春
休
み
の
過
ご
し
方

 

生 徒
 

会
 

 
心
の
健
康
ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
 

日
曜
参
観

 
親
子
ふ
れ
あ
い

 
 

 
心
の
健
康
ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
 

 
 

 
心
の
健
康
ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
 

 
 

個
別

 
・ 
日
常

 
 
指
導

 

病
弱
児
の
登
下
校
バ
イ
タ
ル
測
定
 

洗
面
・手
洗
い
・歯
み
が
き

(日
常

) 
保
健
室
の
利
用
方
法

 
健
康
診
断
の
受
け
方

 

  
個
別
の
摂
食
指
導

 
 

 
夏
の
健
康
生
活

 
 

け
が
の
防
止

 
 

個
別
の
手
洗
い
指
導

 
 

個
別
の
摂
食
指
導

 

  
風
邪
予
防

 
冬
の
健
康
生
活

 

 
 

 
1
年
間
の
健
康
生
活
反
省

 

組
織

 
活
動

 

保
健
安
全
部

 
医
教
連
絡
会

 
医
ケ
ア
実
施
委
員
会

 
い
じ
め
対
策
人
権
委
員
会

 

 
医
ケ
ア
実
施
委
員
会

 
 

  
医
ケ
ア
実
施
委
員
会

 
学
校
保
健
委
員
会
①

 

 
い
じ
め
対
策
人
権
委
員
会

 
 

 
学
校
保
健
委
員
会
②

 
 

医
ケ
ア
実
施
委
員
会

 
 い
じ
め
対
策
人
権
委
員
会

 

  
医
ケ
ア
実
施
委
員
会

 
学
校
保
健
委
員
会
③

 

 

 ※
「
生
命

(い
の
ち

)の
安
全
教
育
」
を
実
施
す
る
教
科
等
に
は
「
★
」
を
付
け
る
。
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Ⅲ-19
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Ⅲ
-
3
1



ア
ク
シ
ョ
ン
カ
ー
ド

（緊
急
時
に
は
こ
の
カ
ー
ド

を
使
用
し
て
職
員
間
の
連

携
・対
応
を
行
い
ま
す
。

1
Ⅲ
-
3
2



別
添

２
３

４

５
７

８
９

2

管
理
者
の
指
示

２
裏

６
Ⅲ
-
3
3



◎
R４

年
度
よ
り
、
記
録
簿
に
添
え
る

　
　

月
　

　
日

意
識

（
　

有
　

・
　

無
　

）

呼
吸

（
　

落
ち

着
い

て
い

る
　

・
　

い
つ

も
と

違
う

　
・
　

 　
　

　
　

　
　

）

チ
ア

ノ
ー

ゼ
（
　

有
　

・
　

無
　

）

そ
の

他 時
刻

時
刻

例
（
１０

：
０

０
）

（
　

：
　

　
）

（
　

：
　

　
）

（
　

：
　

　
）

（
　

：
　

　
）

（
　

：
　

　
）

（
　

：
　

　
）

（
　

：
　

　
）

（
　

：
　

　
）

（
　

：
　

　
）

（
　

：
　

　
）

（
　

：
　

　
）

（
　

：
　

　
）

（
　

：
　

　
）

（
　

：
　

　
）

（
　

：
　

　
）

発
生

時
刻

　
（
　

　
：
　

　
　

）
　

記
録

ス
タ

ー
ト

　
　

（
　

　
：
　

　
　

　
）

生
徒

名
学

部
　

　
　

年

心
臓

マ
ッ

サ
ー

ジ
　

　
１０

：
０

５
　

A
E

D
使

用

経
過

記
録

緊
急

用
　

記
録

簿

【詰
ま

り
(痰

o
r食

事
)　

・
　

カ
ニ

ュ
ー

レ
抜

管
(気

管
o

r胃
ろ

う
)　

・
　

誤
飲

　
・
　

酸
素

低
下

　
・
　

出
血

　
　

・
　

痙
攣

　
　

・
　

　
　

　
　

　
】

経
過

（
サ

ー
チ

・
脈

拍
・
処

置
・
生

徒
の

様
子

な
ど

）
経

過
（
サ

ー
チ

・
脈

拍
・
処

置
・
生

徒
の

様
子

な
ど

）

◎
ヘ
ル
プ
要
請
と
同
時
に

記
録
を
と
り
ま
し
ょ
う
！

3
Ⅲ
-
3
4



4

◎
全
体
へ
の
応
援
要
請
声
掛
け

カ
ー
ド
進
捗
状
況
を
確
認
す
る
。

Ⅲ
-
3
5



5

◎
内
線
番
号

・
校
内
放
送

７
０

・
保
健
室

１
７

現
場
リ
ー
ダ
ー
が
担
当

◎
緊
急
放
送
時
の
セ
リ
フ

２
回
繰
り
返
す

Ⅲ
-
3
6



6

◎
A
E
D・

酸
素
ボ
ン
ベ
の
場
所

確
認
し
ま
し
ょ
う
！
！

Ⅲ
-
3
7



7
Ⅲ
-
3
8



8

管
理
者
の
指
示

↓
救
急
要
請

◎
ス
ピ
ー
カ
ー
に
す
る

◎
赤
枠
の
⑤
は
、
状
況
に
応
じ
て

看
護
師
が
伝
え
る

◎
療
育
セ
ン
タ
ー
へ
知
ら
せ
る

Ⅲ
-
3
9



9

管
理
者
の
指
示

↓
救
急
誘
導

◎
誘
導
場
所

①
正
門
前

②
療
育
セ
ン
タ
ー
の
門

③
小
学
部
入
り
口

★
状
況
に
応
じ
て
要
所
で
誘
導

Ⅲ
-
4
0



1
0

◎
チ
ェ
ッ
ク
表
は
、

管
理
者
カ
ー
ド
の
裏
面
に
！

Ⅲ
-
4
1



Ⅲ-42



Ⅲ-43



Ⅲ-44



Ⅲ-45



Ⅲ-46



Ⅲ-47



Ⅲ-48



様
式
２

(特
別
支
援
学
校
用

) 

令
和
７
年
度

 
学
校
安
全
計
画
（
特
別
支
援
学
校
）

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
学
校
名

 沖
縄
県
立
桜
野
特
別
支
援
学
校

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
  

  
  

 
記
載
者

  
金
田

 后
代

 
  

  
  

  
 
月

 

項
目

 
４

 
５

 
６

 
７
・８

 
９

 
１
０

 
１
１

 
１
２

 
１

 
２

 
３

 

月
の
重
点

 
通
学
路
の
安
全
に
気
を
つ
け
よ
う
 
水
遊
び
の
安
全
に
気
を
つ
け
よ
う

 
安
全
に
避
難
し
よ
う
（
火
災
）
 
夏
休
み
を
安
全
に
過
ご
そ
う

 
防
災
に
つ
い
て
考
え
よ
う

 
け
が
に
気
を
つ
け
よ
う

 
安
全
に
避
難
し
よ
う
（地
震
津
波
）
 
冬
休
み
を
安
全
に
過
ご
そ
う

 
暖
房
器
具
の
安
全
に
気
を
つ
け
よ
う
 
車
い
す
の
安
全
に
気
を
つ
け
よ
う

 
安
全
に
つ
い
て
振
り
返
ろ
う

 

学
校
行
事

 
ス
ク
ー
ル
バ
ス
安
全
祈
願

 
交
通
安
全
指
導
教
室

(小
) 

プ
ー
ル
開
き

 

【
世
界
環
境
デ
ー
】

 

火
災
避
難
訓
練

 

 
【
防
災
の
日
】
【
救
急
の

日
】

 

交
通
安
全
指
導
教
室
（
中
高
）
 

修
学
旅
行

(小
・
中

) 
地
震
津
波
・
火
災
避
難
訓

練
 

運
動
会

 

  

【
防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
日
】

 

修
学
旅
行
（
高
）

 

 
 

安
   

 全
  

 

 教
 

 

  育
 

教
 

科
 

避
難
経
路
や
防
災
バ
ッ
ク
の

確
認
《
社
会
・
生
活
》

 

★
プ
ー
ル
学
習
に
つ
い
て

 

《
保
健
体
育
》

 

火
災
に
つ
い
て

 

《
生
活
・社
会
・国
語
》

 

実
験
器
具
の
安
全
に
つ
い

て
 

《
理
科
》

 

防
災
給
食
に
つ
い
て

 

《
生
活
・
自
立
活
動
・
家

庭
》

 

本
県
の
自
然
災
害
に
つ
い
て
 

《
社
会
》

 

地
震
・
津
波
に
つ
い
て

 

《
国
語
・社
会
・生
活
》

 

調
理
実
習
で
の
安
全
に
つ
い
て
 

《
家
庭
科
》

 

ソ
ー
イ
ン
グ
で
の
安
全
に
つ
い
て
 

《
家
庭
科
》

 

車
い
す
転
倒
防
止
に
つ
い
て
 

《
生
活
・自
立
活
動
》

 

防
災
バ
ッ
ク
の
確
認
と
点

検
 

《
社
会
》

 

学
級

 
活
動

 

防
災
頭
巾
、防
災
バ
ッ
ク
の
確
認 

摂
食
指
導
（
個
別
適
宜
）

 

姿
勢
指
導
（
個
別
適
宜
）

 

★
交
通
安
全
に
つ
い
て

 
火
災
時
の
避
難
経
路
や
避

難
方
法
等
に
つ
い
て

 

防
災
バ
ッ
ク
の
確
認
・
持
ち

帰
り

 

防
災
給
食
に
つ
い
て

 

 

修
学
旅
行
で
の
安
全
な
活

動
に
つ
い
て

 

地
震
時
の
避
難
経
路
や
避

難
方
法
等
に
つ
い
て

 

 
修
学
旅
行
で
の
安
全
な
活
動

に
つ
い
て

 

 
 

通
学

 
指
導

 

  

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

小
学
部

 
車
い
す
等
へ
の
安
全
な
移
乗

・
操
作
へ
の
協
力

 

学
校
探
検

 

★
交
通
安
全
指
導

 

★
プ
ー
ル
学
習
時
の
安
全

 

★
災
害
時
の
安
全
な
避
難

（
火
災
）

 

夏
休
み
の
過
ご
し
方

 

不
審
者
対
策
等
（
生
活
安
全
）
 

避
難
バ
ッ
ク
の
持
ち
帰
り

 

  

修
学
旅
行
で
の
安
全

 
★
災
害
時
の
安
全
な
避
難

（
地
震
津
波
）

 

 

冬
休
み
の
過
ご
し
方

 

暖
房
器
具
の
使
用
と
安
全

 

安
全
な
車
い
す
の
操
作

 
 

春
休
み
の
過
ご
し
方

 

避
難
バ
ッ
ク
の
持
ち
帰
り

 

中
学
部

 
登
下
校
の
交
通
安
全

 

車
い
す
等
へ
の
安
全
な
移
乗

・
操
作

 

 ★
プ
ー
ル
学
習
時
の
安
全

 

★
災
害
時
の
安
全
な
避
難

（
火
災
）

 

 

夏
休
み
の
過
ご
し
方

 

不
審
者
対
策
等
（
生
活
安
全
）
 

避
難
バ
ッ
ク
の
持
ち
帰
り

 

公
共
の
場
で
の
安
全

 

★
交
通
安
全
指
導

 

修
学
旅
行
で
の
安
全

 

  

★
災
害
時
の
安
全
な
避
難

（
地
震
津
波
）

 

 

冬
休
み
の
過
ご
し
方

 

暖
房
器
具
の
使
用
と
安
全

 

 

安
全
な
車
い
す
の
操
作

 

 

 
春
休
み
の
過
ご
し
方

 

避
難
バ
ッ
ク
の
持
ち
帰
り

 

高
等
部

 

登
下
校
の
交
通
安
全

 

車
い
す
等
へ
の
安
全
な
移
乗

・
操
作

 

 ★
プ
ー
ル
学
習
時
の
安
全

 

★
災
害
時
の
安
全
な
避
難

（
火
災
）

 

安
全
な
就
業
体
験
へ
の
参
加

 

夏
休
み
の
過
ご
し
方

 

不
審
者
対
策
等
（
生
活
安
全
）
 

避
難
バ
ッ
ク
の
持
ち
帰
り

 

公
共
の
場
で
の
安
全

 

★
交
通
安
全
指
導

 

安
全
な
就
業
体
験
へ
の
参

加
 

 
★
災
害
時
の
安
全
な
避
難

（
地
震
津
波
）

 

 

冬
休
み
の
過
ご
し
方

 

暖
房
器
具
の
使
用
と
安
全

 

安
全
な
車
い
す
の
操
作

 

 安
全
な
校
内
実
習
へ
の
参
加

 

修
学
旅
行
で
の
安
全

 

 
春
休
み
の
過
ご
し
方

 

避
難
バ
ッ
ク
の
持
ち
帰
り

 

安
  全
  管
  理
 

対 人 管 理
 

学
 

校
 

生
 

活
 

     避
難
バ
ッ
ク
の
管
理

 

個
別
の
緊
急
時
マ
ニ
ュ
ア
ル
・ 

禁
忌
事
項
の
見
直
し
・作
成
・共
有

 

     プ
ー
ル
の
安
全
管
理

 

救
命
講
習

 

防
災
避
難
体
制
の
確
立

 

摂
食
指
導

 

  

      不
審
者
侵
入
対
策
訓
練
（
全
体
） 

避
難
バ
ッ
ク
の
点
検

 

 
  運
動
会
に
向
け
た
緊
急
時

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

 

 

  地
震
津
波
時
の
避
難
体
制

の
確
立

 

  避
難
バ
ッ
ク
の
点
検

 

   

  次
年
度
学
校
バ
ス
運
行
経
路

見
直
し

 

個
別
の
緊
急
時
マ
ニ
ュ
ア
ル
・

禁
忌
事
項
の
見
直
し

 

  1
年
間
の
反
省
と
評
価

 

次
年
度
の
年
間
計
画
作
成

 

学
校
安
全
計
画
、
危
機
管

理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
見
直
し

 

避
難
バ
ッ
ク
の
持
ち
帰
り

 

対 物 管 理
 

学
 

校
 

環
 

境
 

校
舎
内
の
安
全
点
検
・
整
備 

(施
設
設
備
・
備
品

) 

飲
料
水
検
査

 

室
温
管
理

 

教
室
の
換
気

 

全
体
清
掃

 

梅
雨
時
の
教
室
管
理

 

プ
ー
ル
水
質
検
査

 

 
 

空
気
検
査

 

台
風
対
策
と
片
付
け

 

校
舎
内
の
安
全
点
検
・
整
備 

(施
設
設
備
・
備
品

) 

各
教
室
照
度
測
定

 

 

  

暖
房
器
具
の
管
理

 
 

 
 1
年
間
の
反
省
と
評
価

 

校
舎
内
の
安
全
点
検
・
整
備 

(施
設
設
備
・
備
品

) 

 

安
全
確
保
に

 

関
す
る
点
検

 

車
い
す
等
・校
舎
内
外
の
安
全
点
検 

ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
安
全
装
置
点
検

 

 防
火
設
備
確
認

 

 
 備
品
整
理

 

  

 
 

 備
品
廃
棄

 

 
 

 1
年
間
の
反
省
と
ま
と
め

 

Ｐ
Ｔ
Ａ
等

 

組
織
活
動

 

保
健
安
全
部

 

生
活
指
導
部

 

環
境
整
備
部

 

 
 

 
 

 
 

 
 

P
T

A
作
業

 
 

 
 

登
校
時
の
交
通
安
全

 

学
校
バ
ス
乗
車
に
関
す
る
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー

 

食
事
中
の
安
全

(誤
飲
、
誤
嚥
、つ
ま
り

) 

車
い
す
、
歩
行
器
、
立
位
台
等
の
正
し
い
使
い
方

 

校
外
学
習
時
の
緊
急
時
体
制
確
認

 

校
内
緊
急
時
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
学
部
・全
体
）
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○
不

審
者

へ
の

牽
制

○
牽

制
道

具
の

使
用

方
法

の
熟

知
○

児
童

生
徒

の
誘

導
の

応
援

○
牽

制
道

具
（さ

す
ま

た
）
の

場
所

確
認

○
応

援
要

請
の

放
送

○
現

場
状

況
と

応
援

要
請

を
全

館
放

送
す

る
  
 （

現
場

指
揮

：教
頭

に
て

放
送

）

体
　

育
：

○
児

童
生

徒
の

誘
導

・
保

護
○

避
難

場
所

の
確

認
各

学
部

の
授

業
者

及
び

担
当

者
（基

本
的

に
名

護
療

育
医

療
セ

ン
タ

ー
駐

車
場

）
○

避
難

場
所

で
の

点
呼

確
認

保
健

安
全

部
：
主

任
　

及
び

教
頭

へ
の

報
告

小
学

部
：
学

部
主

事
※

児
童

生
徒

及
び

職
員

の
点

呼
を

報
告

す
る

中
学

部
：
学

部
主

事

○
残

留
者

の
探

索
・保

護
高

等
部

：
学

部
主

事

残
留

者
の

探
索

：

○
救

急
薬

品
の

準
備

養
護

教
諭

：
○

救
急

用
品

・用
具

の
準

備
保

管
看

 護
 師

 ：

教
室

・
施

設
の

安
全

点
検

実
施

者

※
不

審
者

の
発

見
者

は
児

童
生

徒
の

安
全

を
確

保
（誘

導
・牽

制
）す

る
と

共
に

教
頭

に
通

報
す

る
。

※
組

織
図

に
氏

名
が

な
い

職
員

は
，

担
当

す
る

児
童

生
徒

や
各

班
に

割
り

当
て

ら
れ

た
職

員
の

児
童

生
徒

の
誘

導
等

に
協

力
す

る
。

教
　

 頭
：

隊 長 ・ 校 長

現 場 指 揮 ・ 教 頭

通 報 　 内 線 ・ ベ ル な ど 発 見 者

牽
制

班

誘
導

班

小
学

部
:

中
学

部
:

○
校

内
施

設
・設

備
の

安
全

点
検

用
　

務
：

救
護

班

○
最

寄
り

の
男

子
職

員
は

女
子

職
員

等
に

受
け

持
つ

児
  
 童

生
徒

の
避

難
を

引
き

継
ぎ

、
直

ち
に

応
援

に
向

か
う

○
負

傷
者

の
応

急
処

置

○
教

室
・施

設
の

安
全

点
検

の
実

施
及

び
修

理
・
補

修
防

護
・
安

全
班

※
避

難
場

所
（療

育
医

療
セ

ン
タ

ー
側

に
行

け
な

い
場

合
、

施
錠

で
き

る
部

屋
）

１
階

：事
務

室
、

職
員

室
、

校
長

室
２

階
：保

健
室

、
給

食
室

、
小

学
部

職
員

室
３

階
：
視

聴
覚

室
、

音
楽

室
、

美
術

室

高
等

部
:

○
１

１
９

番
○

救
急

車
要

請

担
　

当
　

者
校

　
 長

：
　

事
務

長
：
　

教
　

 頭
：
　

○
７

０
番

○
警

察
官

へ
の

情
報

提
供

事
　

 務
：

日
常

点
検

・処
理

・
確

認
事

項

○
１

１
０

番
○

被
害

状
況

の
通

報
・避

難
場

所
の

指
示

沖
縄

県
立

桜
野

特
別

支
援

学
校

不
審

者
対

策
組

織
図

通
報

・
連

絡
班

○
校

内
へ

の
不

審
者

侵
入

状
況

の
通

報
非

常
時

の
任

務

○
警

察
署

へ
の

通
報

○
校

内
放

送

Ⅲ-58



Ⅲ
-
5
9



学期

小学部

中学部

食に関する指導目標
①食事の重要性、食事の喜び、楽しさの理解をする
②心身の成長や健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事のとり方を理解し、自ら
　管理していく能力を身に付ける
③正しい知識・情報に基づいて、食物の品質及び安全性について自ら判断できる
　能力を身に付ける
④食物を大切にし、食物の生産等にかかわる人々へ感謝する心をはぐくむ
⑤食事のマナーや食事を通じて、人間関係形成能力を身に付ける
⑥各地域の産物、食文化や食にかかわる歴史等を理解し、尊重する心をもつ

各学年の発達段階に応じた食に関する指導の到達目標

○食べることに興味・関心をもたせ、
たくさんの食品に触れる経験を通し
て、初めてのことに挑戦し、受け入れ
る力を育てる。

○食事のきまりを理解し、他とのかか
わりの中で、自分のことは自分ででき
る力を培う。

○食べる機能を高め、基本的食習慣の
確立を図る。

○日常の食事と健康は深いつながりが
あることを知り、好き嫌いせずにバラ
ンスの良い食事の大切さを理解でき
る。

○食事のマナーや決まりを理解し、思
いやりの気持ちをもって、その場にふ
さわしい行動ができる力を育てる。

○望ましい食習慣を知り、進んで実行
しようとする意欲を育てる。

○卒業後の生活を健康的に過ごせ
るように、望まし食習慣を身に付
け様々な食品の中から有用なもの
を選択できる力を育てる。

○衛生的で合理的な作業ができ、
仲間と協力して食事の環境を整え
ようとする意欲を育てる。

○食べ物の流通に関心をもち、食
に関わる様々な人達に感謝する気
持ちを育てる。

・教育基本法
・学校教育法
・学習指導要領
・食育基本法
・食育推進基本計画
・食に関する指導の手引

家庭地域との連携 ・給食だより、献立表、ＰＴＡ研修会

地場産物の活用 ・学級園で収穫した野菜の活用、地域の旬の食材の活用

個別相談・指導の方針
・保護者の申し出により、食物アレルギー除去対応を実施
・学級担任・養護教諭・栄養教諭が連携を取り合い、配慮が必要な場合は医療機関や保護者との連携を図る

道徳
思いやりの心、進んで手伝う、家族の笑顔、働く喜び、季節を感じる、丈夫な体
心たくましく生きる自立、他人とかかわり、集団や社会とのかかわりに関すること等

自立活動 健康の保持、心理的な安定、人間関係の形成、環境の把握、身体の動き、コミュニケーション

総合的な
学習の時間

・交流及び共同学習　　・地域学習
＊知的障害のある児童生徒を教育する特別支援学校は、中学部以上で実施する。
＊重複障害のある児童生徒の場合は、重複障害者等に関する教育課程の取扱いを適用するなどして適切に実施する。

・給食のきまりを覚える。
・スプーンで食べる。
・見て､聞いて､触って､嗅いで､味わって。
・食べ物の名前を知る。
・いろいろな食べ物を食べる。
・よく噛んで食べる。
・仲良く食べる。

・今日の献立の名前を知る。
・はしを使って食べる。
・好き嫌いなく残さず食べる。
・食べ物の仲間分けをしてみる。
・食べ物の働きを知る。
・食事を楽しむ。

リクエスト給食、行事食、郷土食、世界の料理、地域の食材活用、交流給食

今日の給食を知る、バランスのとれた食事の大切さを知る、衛生（手洗い、うがい）、配膳・片付け、食事のマナー、献立の名前

学校行事 健康診断、遠足、かみかみ給食

・栄養のバランスを考えて食べる。
・正しいマナーを身に付ける。
・美しい食卓作りをする。
・感謝して食べる。
・人とのふれあいを大切にしながら食事を
　楽しむ。
・バランスを考えて食品を選ぶ。

各教科等
合わせて
行う指導

児童生徒会

学級活動
（給食時間）

Ⅲ段階
（場や状況に応じて自分で行動できる者）

発達段階

1学期 2学期 3学期

・仲間と一緒に食べよう

修学旅行、宿泊学習、学習発表会、
運動会、かみかみ週間

・正しいマナーを身に付けよう

Ⅰ段階
（常時援助を必要とする者）

Ⅱ段階
（補助や支援・指示を必要とする者）

県立桜野特別支援学校

食に関する指導の全体計画

学校教育目標

・給食を楽しみに
　している。
・肢体不自由があり
　食べるための困難
　さや食べにくさが
　ある。
・肥満傾向であまり
　噛まず早食いする
　児童生徒もいる。

　児童生徒一人一人の障害の状態や発達段階、特性に応じた教育を実践し、
児童生徒一人一人が可能な限り自立し社会参加する「生きる力」を育む。

・全校集会 ・全校集会 ・全校集会

子どもの実態

高等部

特
別
活
動

給食週間、遠足、かみかみ週間、
卒業式

・楽しく食べよう

・みんなと楽しく食べよう ・食事について知ろう

・食べ物に関心をもとう

小学部 中学部 高等部

・ふれあいを大切にしながら食べよう ・食べ物と健康について考えよう ・生涯の健康について考えよう
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５ 図書視聴覚部                    

      

１ 視聴覚 

 （１）目 標 

   ・視聴覚機器の維持管理と円滑な活用の促進。 

 （２）活動方針 

   ・視聴覚機器の活用を図る。 

 （３）活動内容 

   ・視聴覚機器の管理。 

   ・視聴覚教育に関すること。 

       

 

２ 図書・掲示 

 （１）目 標 

   ・図書教育を通して、児童生徒の学校生活を豊かにする。 

   ・図書室の管理運営を行い、図書教育の推進を図る。 

 （２）活動方針 

      ・児童生徒が興味を持って見ることができるように掲示板の活用を図る。 

   ・図書資料を紹介する。 

   ・図書室の運営管理。（資料：図書室利用規約を参照） 

 （３）活動内容 

    ・図書教育に関すること。 

      ・掲示物の活用の推進と管理計画の提示 

   ・移動図書館がじまる号の活用と調整 

 

３ 情報教育 

 （１）目 標 

      ・情報教育を効果的に進める。 

   ・ネットワークを通して、本校の紹介などに努める。 

 （２）活動方針 

      ・情報活用能力を育成する。 

   ・本校ホームページの充実を図る。 

 （３）活動内容 

   ・情報教育推進委員会に参加する。 

      ・ホームページの定期的な更新を行う。 

      ・情報機器の管理及び整備（メンテナンス、更新など） 

Ⅲ-72



 

令和 7年度 校内研修計画 

 

１ 研修の目的 

(1) 自立活動の意義や指導の基本及び内容を確認し、これまで自立専科が作成してきた「自立活動指導手順シート」

（流れ図）、「自活活動指導計画」、「自活ファイル」を活用しながら、児童生徒の実態把握と指導内容検討し、学部

に応じた指導体制を整える。 

 (2) 肢体不自由児及び重度・重複児を指導する上で必要な知識や見聞、並びに医療的ケアへの理解を深め、専門性

の向上と指導の実践力向上を図る。 

(3) 県内外の様々な研修会に積極的に参加し、教育活動の充実を図る。 

 

 

２ 研修を進めるための基本方針 

(1) 校内研修は、全職員共通理解の下、関係部署及び関係機関と連携を図りながら推進する。 

(2) 校内研究は、本校の課題や児童生徒の実態を踏まえて研究テーマを設定し、全職員で取り組む。 

(3) 県内外にて開催される研修や教育に関する書籍について積極的に案内する。 

(4) 校内研究及び中堅研課題研にて取り組んだこと、県外研修で得た情報を校内研修報告会にて共有し、研究集録 

等としてまとめる。 

 

 

３ 研究主題及びサブテーマ 

（仮）｢各学部に応じた自立活動の指導体制づくり｣  

 ～「自立活動手順シート」等の活用を通して～ 

 

 

４ 主題設定の理由 

学習指導要領改訂にあたり各教科の目標や内容が資質・能力の三つの柱に再整理され、学習指導要領の目標に準

拠した評価を実質化させるために、学習評価においても「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態

度」の３観点に整理されたことをうけ、本校では「学習指導要領を踏まえた学習評価と授業の工夫改善」を柱として校内

研究に取り組んできた。 

昨年度は、年間・学部から次の学部への学びの連続性を見据えて「学びの履歴」・教科一覧を活用して指導計画に反

映させることで、効果的な年間指導計画等の在り方や指導体制を整えていくことができるのではないかと考え｢学習指

導要領に基づいた目標の設定と授業の工夫｣～手立ての工夫と学びの履歴の活用を通して～を研究主題として取り組

んだ。当該学部の段階目標を単元目標においた授業展開や、手立てに評価規準を含めたことで、それぞれの目標に対

して評価をすることが可能となった。 

以上のことから、「学習指導要領を踏まえた学習評価と授業の工夫改善」を柱としての校内研究の取り組みは、一定

の成果を出せたのではないかといえる。しかし、障害のある児童生徒はその障害によって、各教科等において育まれる

資質・能力の育成につまずきなどが生じやすいという現状があることから今年度は、各教科のみならず心身の調和的な

発達の基盤に着目して指導する自立活動に焦点を当て、これまで自立専科を中心に形作ってきた「自立活動指導手順

シート」（流れ図）、「自活活動指導計画」、「自活ファイル」を活用しつつ、各学部に応じた指導体制作りに取り組むこと
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で自立活動の充実が図れるのではないかと考え本研究主題を設定した。 

 

 

５ 研究の方法 

(1) 研究主題の下、具体的な取り組み内容や方法等を計画し、全職員で取り組む。 

(2) 校内研究の取組において、経年研対象者(２年研・中堅研)や大学院生、その他職員の負担に十分配慮して研究

形態や班を編成する。 

(3) 校内研究において取り組んだ内容や成果と課題を研究集録等にまとめる。 

(4) 校内研究及び中堅研課題研にて取り組んだこと、県外研修で得た情報を校内研修報告会にて全職員で情報共

有する。 

 

 

６ 研究内容及び活動 

職員研修日(第１木曜日 1４:２５下校)を設定し、研修を進める。ただし、必要に応じて時間帯の変更や臨時に設定する

こともある。 

(1) 校内研修 

    ① 各教科や肢体不自由児、重度・重複児を指導する上で必要な知識や技能の習得並びに医療的ケア等への理解を

深める場とする。 

② 必要に応じて内部及び外部講師を依頼し、研修を開催する。 

(2) 校内研究 

    ① 研究主題の下、具体的な取り組み内容や方法等を計画し、全職員で取り組む。 

② 校内研究において取り組んだ内容や成果と課題を研究集録等にまとめる。 

③ 校内研究及び中堅研課題研にて取り組んだことを校内研修報告会にて全職員で情報共有する。 

(2) 県内及び県外研修 

 ① 希望者を募り、学部のバランス等を考慮して参加者を決定する。なお、現地開催においては旅費等を考慮して参

加人数を決定する。 

 ② オンライン研修やオンデマンド配信については、全職員へ積極的に参加及び視聴を呼び掛ける。 

 ③ 参加者は資料提供や全体報告会にて、研修で得た情報を全体へ提供及び共有する。 

 

 

７ 研究組織 

 

 

 

 

 

校
長･

教
頭 

職
員
会
議 

研
修
部 

校
内
研
究 

推
進
委
員
会 

①校内研修 

②校内研究 

(全体・各学部・各研究形態等) 

③県内及び県外研修 
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８ 研修計画 

学
期 期 月日(曜日) 研修事項 研修・研究内容 方法・対象 備考(担当・講師等) 

１
学
期 

４/１(月) 基礎研修 車いすの介助・移乗方法 
新職員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 
新職員及び希望者 

担当：自活係 

４/２(火) 

基礎研修 服務研修 職員会議 担当：教頭 

医ｹｱ基礎 児童生徒の禁忌事項及び配慮事項 各学部 担当：保健安全部 

４/４（木） 医ｹｱ基礎 医療的ケアの動向及び確認事項 新職員及び希望者 
担当：保健安全部 
講師：養護教諭 

４/２５（金） 基礎研修 自立活動について        全体 担当：研修部 

５/８（木） 

課題解決 校内研究①（R７校内研究について） 全体・班別 担当：研修部 

基礎研修 救急法研修（１６：００～） 全体 担当：保健安全部 

５/１４（水） 基礎研修 全体緊急時シミュレーション（プール） 全体 担当：保健安全部 

調整中 基礎研修 PTSDを抱える生徒への指導について 中高、小希望者 
担当：保健安全部 
講師：泉川良範(学校医) 

６/５（木） 

基礎研修 摂食嚥下機能について 全体 
担当：保健安全部 
講師：真喜屋睦子 
(学校歯科医)  

課題解決 校内研究② 全体・班別 担当： 研修部 

７/３(木) 
医ｹｱ基礎 

重度・重複児童生徒の健康管理とてんか
んについて 

全体 
担当：保健安全部 
講師：泉川良範(学校医) 

課題解決 校内研究③ 全体・班別 担当：研修部 

夏
季
休
業 

７/22(火) 基礎研修 不審者侵入対策職員研修(午前) 全体 担当：保健安全部 

７/２３（水） 課題解決 
専門家活用研修 １ 
SC講話「アサーションについて」 

全体 担当：研修部 

２
学
期 

９/1１(木) 課題解決 校内研究④ 全体・班別 担当：研修部 

10/２(木) 課題解決 校内研究⑤ 全体・班別 担当：研修部 

10/１６(木) 基礎研修 全体緊急時シミュレーション（運動会） 全体 担当：保健安全部 

12/１６(火) 課題解決 校内研究⑥ 全体・班別 担当：研修部 

３
学
期 

１/８(木) 課題解決 校内研究⑦（校内研究まとめ） 全体・班別 担当：研修部 

２/４（水） 

課題解決 校内研究報告会⑧ 全体 担当：研修部 

課題解決 中堅研課題研究校内報告会 全体 
担当：研修部 
報告者：中堅研対象者 

課題解決 県外研修等報告会 全体 
担当：研修部 
報告者：研修受講者 
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８ P T A 

１ 目的 

桜野特別支援学校の教育活動の充実及び向上を期し、児童生徒の教育及び 福祉の推進に努

めるとともに会員の親睦と教養の向上を図ることを目的とする。 

２ 活動方針：上記の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１） 児童生徒の教育活動に関する援助 

（２） 児童生徒の教育上必要な環境整備への協力 

（３） 児童生徒及び会員の福利厚生 

（４） 会員の研修及び親睦 

（５） その他、本会の目的達成に必要な事業 

３ 活動内容および活動計画 

月 活 動 名 内  容 

４ 
・PTA役員会 

※前年度の会長・副会長 

・PTA総会資料確認（前年度および今年度の活動・会計） 

・沖特 P協、沖肢 P連の日程確認 

・全肢 P連、九肢研について 

５ 

・ＰＴＡ定期総会 

 ※前年度役員が担当 

・前年度 活動報告 決算・監査報告 

・今年度 役員選出 活動計画 予算案等審議 

・親子ふれあいお楽しみ会 ・行事への協力、参加 

【沖肢 P連】 

第１回理事会・総会 

・前年度 活動報告、決算 

・今年度 役員・活動計画 

【九肢研】 

 役員会・総会 

・オンライン会議・決議 

・校長会、PTA会長会にそれぞれ参加する。 

6 

・沖特Ｐ協議会・定期総会 
・前年度事業報告、決算報告 

・今年度役員及び会員案）等 ※PTA会長が参加する 

・第１回 PTA評議員会 
・校内親睦スポーツ大会、沖肢 P連スポーツ大会、PTA研

修、PTA作業等について 

【沖肢 P連】第 2回理事会 ・沖特 Pスポーツ大会、九肢研、研修会について 

7 
・１学期終業式 

・校内 PTA親睦スポーツ大会 

・行事の企画、運営 

・可能であれば卒業生やその保護者にも参加を打診 
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 【沖肢 P連】研修会 ※時期・内容・会場は当番校が提案する。 

8 
・PTA研修（進路先について） ・事業所見学 ※進路部と調整する。 

【全肢 P連○○大会】 ※年度ごとに派遣するかどうか検討する。 

 ・福祉サービス説明会 
開催希望があれば、名護市や他町村の担当者と、日程調整

する。※年度当初に打診しておく。 

10 【九肢研○○大会】 ・分科会、座談会への参加 ※年度ごとに派遣検討 

11 

【沖肢 P連】 

交流スポーツ大会 

・県内肢体不自由校（４校）の交流スポーツ大会 

※実施内容は当番校に一任。 

・沖特 P協議会 ・今年度活動報告、次年度事業計画、功労者表彰 

12 ・第２回 PTA評議員会 ・R８年度の役員、活動計画、予算について 

2 

・第３回 PTA評議員会 ・会計報告、今年度の活動振り返り、次年度に向けて 

・PTA作業 ・卒業式に向けて、校内・学校周辺の清掃 

【沖肢 P連】第 3回理事会 

※会計監査：当番であれば副会長が参加する 

・今年度の事業活動及び会計報告 

・次年度の取り組みについて ・功労者表彰 

3 ・令和７年度 修了式・離任式 ・PTA会計監査（会計担当・監査員・事務長） 

 

PTAとは（下記ガイドラインより一部抜粋） 

PTA運営ガイドライン～これからのなごやの PTA～.pdf 

P （保護者）T（教職員）A（共通の関⼼・⽬的を持った⼈々の集まり）  

それぞれ家庭と学校で「⼦供の教育」を担う保護者と教職員が、「⼦供の教育」という共通の関⼼で結

びつき、「⼦供たちのよりよい教育」を⽬指して活動する団体である。 

学校に所属する団体ではなく、⽬的に 賛同し⼊会した会員によって主体的に結成された「任意団体」

で、⽬的に賛同し任意に⼊会した会員によって組織され、その⽬的に沿った活動を⾏う。 

「できる時に、できる人が、できる事を」を前提に、PTA の⽬的を再確認し共有しながら、これまで

の活動にとらわれることなく、会員の意⾒やニーズに合わせて柔軟に活動を⾏っていく。 
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医療的ケア実施委員会 

沖縄県立桜野特別支援学校 

１ 目的 

   この要項は、（校内）医療的ケア実施要項に基づき、看護師等が実施する医療的ケアが適正な体制の下に行われ

るために、医療的ケアに係わる諸事項について協議し「医療的ケアを必要とする児童生徒」の保健管理体制を整

える。 

２ 構成員 

  校長、教頭、事務長、学校医、看護師、養護教諭、保健主事、学部主事（教務主任）、コーディネーター、 

医療的ケア児童生徒担当  

３ 構成委員の役割 

 職 種 役 務 内 容 備 考 

1 校長 校内で行われる医療的ケアの総括 実施委員長 

2 教頭（実施係） 校内医療的ケア実施委員会の総括 実施委員会司会・進行･運営 

3 学校医 医療的ケアに関する専門的指導・助言 全児童生徒の健康管理責任者 

4 事務長 医療的ケアに係わる予算に関すること  

5 看護師 承認された医療的ケア児童生徒への医療的ケアの

実施及びそれに係ること 

保護者、担任等への専門的指導･助言 

医療的ケア実施報告等 

6 養護教諭 児童生徒の健康管理 

主治医面談に看護師と同席し指示助言確認､ 

情報共有、共通理解 

実施手続きにかかる諸調整･相談･報告 

医ケア実施委員会の企画 

看護師と協働する 

 

7 保健主事 学校保健活動企画・調整、医療的ケアに関すること 保健主事 

8 学部主事 医療的ケアに関する学部情宣・連絡・調整･運営 医ケアに関する学部相談員 

９ コーディネーター 医ケア児童生徒の相談・支援に関すること 学部主事・養護教諭等との連携 

10 医ケア児童生徒担当 医ケア児童生徒の個々に関すること 学部主事・養護教諭等との連携 

11 研修主任 医療的ケア研修に関すること 養護教諭等との連携 

（１）学校医、事務長の出席は随時（必要時） 

（２）看護師の出席については勤務時間帯を考慮する。 

 

４ 協議事項 

 （１）看護師等が行う医療的ケアが安全、適正に実施するための体制、手続きを行うこと。 

 （２）医療的ケア実施計画に関すること。 

 （３）対象児童生徒の医療的ケア内容・範囲等に関すること。（特に医療的生活援助行為等） 

 （４）研修に関すること。 

 （５）救急体制に関すること。 

 （６）その他、実施委員長が必要と認める事項 

 

５ 小委員会の設置 

  実施委員会の効率的機能を図るために小委員会を設置する。 

  構成委員は、校長、教頭（実施係）、養護教諭、担任等及び担当    

Ⅳ-5



Ⅳ-6



Ⅳ-7



Ⅳ-8



Ⅳ-9



Ⅳ-10



Ⅳ-11



Ⅳ-12



Ⅳ-13



Ⅳ-14



Ⅳ-15



Ⅳ-16



Ⅳ-17



校内情報化推進計画  

 

桜野特別支援学校 

 

１．情報教育のねらい 

児童生徒一人ひとりの実態に応じた合理的配慮のもと、支援機器やコンピュータなどの情報機器 

を適切に活用した学習活動を充実させることで、学習意欲や関心を高め、社会生活を豊かに生きるた 

めに必要な能力を育成する。この目標を達成するため、校内の情報化を推進する。 

 

２．取り組みの重点と実施計画 

（１）教職員の ICT活用能力および指導力の向上 

 （２）校務の情報化 

 （３）教職員の情報セキュリティ意識の向上 

 （４）児童生徒の ICT活用能力の育成 

① 小学部では、情報機器を遊びや自立活動を含む学習活動に取り入れ、ICT活用への意欲を高める。 

② 中学部では、教科学習や作業学習に情報機器を積極的に導入し、学習理解を深めるとともに、障 

害の特性に応じた基礎的な ICT活用能力を育成する。  

③ 高等部では、小・中学部での学習を踏まえ、「情報」などの授業を通じて、生徒の障害の程度に応 

じた情報教育を推進する。  

④ 全学部において、児童生徒の障害の状態や身体機能、認知理解度に応じた適切な技術的支援（ア 

システィブ・テクノロジー：Assistive Technology）を提供する。 

（５）児童生徒の情報モラルの育成 

（６）特別支援教育の地域センター校としての役割 

 

実施計画（全職員の共通理解を図り、協力して推進する） 

【取り組みの重点と内容】 

（１）教職員の ICT活用能力および指導力の向上 

 校内研修の推進 

 総合教育センターや ICT支援員の活用 

 ICTおよび支援機器の活用事例の共有 

（２）校務の情報化 

 ICT機器およびネットワークの整備 

 Microsoft365や教育支援システムの活用 

（３）教職員の情報セキュリティ意識の向上 

 「ネットワーク管理運用規定」「情報機器の管理運用方針」「個人情報保護方針」に基づいた運用 

（４）児童生徒の ICT活用能力の育成 

 実態に応じた情報教育の推進（各学部の指導目標の達成を目指して） 
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（５）児童生徒の情報モラルの育成 

 実態に応じた情報モラル教育の実施 

 教職員向け教材の紹介 

（６）特別支援教育の地域センター校としての役割 

 活用事例の周知（HPへの掲載など） 

 市町村の教育機関や関係機関への情報提供 

 

３．各学部における指導目標 

【小学部】 

 ねらい：機器に慣れること 

 目標： 

①情報機器の基本的な操作（起動・終了、マウス・タッチパネル操作）を習得する。 

②教師や身近な大人とともにインターネットを利用し、必要な情報を収集できるようにする。 

③学習や遊びを通じて情報機器に親しみ、活用する態度を養う。 

【中学部】 

 ねらい：機器に慣れ、学習に活用できるようにする。 

 目標： 

①情報機器の基本操作を理解し、扱うことに慣れる。 

②体験したことや考えを情報機器を用いて表現できる。 

③学習を通じて情報機器を活用する態度を養う。 

【高等部】 

 ねらい：将来に向けて、自らの障害による困難を改善する。 

 目標： 

①情報と情報技術を活用して問題を解決する方法や情報社会と人との関わりを理解し、基礎的な技能 

を身につける。 

②問題解決に必要な情報を適切かつ効果的に活用する力を養う。 

③情報社会に積極的に参画しようとする態度を養う。 

（①知識・技能／②思考力・判断力・表現力／③学びに向かう力・人間性） 

 

４．合理的配慮提供のための ICT機器活用方針 

 児童生徒の身体の動きや意思表出の状態に応じて、適切な補助用具や補助的手段を工夫し、コンピュー

タなどの情報機器を有効に活用する。（ユニバーサルアームによる姿勢保持支援、トラックボールや音声

入力の活用など） 

 学習時の姿勢や認知特性に応じた指導方法を工夫する。（VOCA やスイッチの活用、適切な機器・アプリ

の選定） 

 交流教育・共同学習・遠隔学習の場面で、学習効果を高めるための配慮を行う。 
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第５号様式（第９条関係）沖縄県立学校校務用コンピュータ及び教育用コンピュータ運用管理要綱

承諾欄

管理責任者（学校長） 教頭 事務長 運用管理担当者（主） 運用管理担当者（副）

直接管理者

申請者               　印

　上記のとおり、学校外での使用が終了し、保管場所へ返却します。

返却日

返却確認欄

管理責任者（学校長） 教頭 事務長 運用管理担当者（主） 運用管理担当者（副）

校 外 で 使 用 す る 理 由

使 用 場 所

使 用 機 器

校務用及び教育用コンピュータの学校外持ち出し承諾書

記

　みだしのことについて、下記のとおり学校外で使用する必要がありますので申請します。

使 用 期 間

Ⅴ-53



Ⅴ-54



Ⅴ-55



Ⅴ-56



Ⅴ-57



Ⅴ-58



Ⅴ-59



Ⅴ-60



協 定 書 

 
 医療法人タピック宮里病院（以下「甲」という。）と沖縄県立名護特別支援学校（以下「乙」
という。）、沖縄県立桜野特別支援学校（以下「丙」という。）とは、乙及び丙が実施する職業
に係る教科及び就業体験等（以下「職業等」という。）に関し、次のとおり協定を締結する。 
 
（趣旨） 
第1条 この協定は、乙及び丙に在籍する生徒の専門的な知識・技能の向上、企業内での就業
体験の推進を図ると共に、甲の障がい者雇用に関する理解促進のために定めるものとする。 

 
（協力内容） 
第２条 甲の求人情報の提供の他、甲は乙及び丙からの依頼により、業務に支障のない範囲で
次の事項について協力するものとする。 
（１）職業等における教員及び生徒への技術指導及び助言 
（２）研修プログラム及び教材等の提供や貸し出し 
（３）甲の指定する部署内での就業体験 
（４）甲の関係者による乙または丙の学校見学 

 
（実施方法） 
第３条 乙または丙より甲に依頼する協力内容については、次の事項の通り申請を行い調整す
るものとする。 
（１）前条に揚げる（１）から（３）の事項について、乙及び丙は別に定める様式１により

甲に事業計画書を予め提出するものとする。 
（２）前条の（４）の事項については、乙及び丙は別に定める様式２により甲に依頼書を予

め提出するものとする。 
（３）甲は、提出のあった事業計画書・依頼書の事業内容について、各部署との調整の上、

応諾する。 
 
（協議事項） 
第４条 この協定に定めのない事項及びこの協定実施について疑義が生じたときは、その都度、
甲乙丙が誠意ある協議を行って決定するものとする。 

 
（協定期間） 
第５条 この協定書の有効期間は、令和８年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了の
１ヶ月前までに、甲乙丙三者間において特段の申し入れがないときは、更に１年間継続する
ものとし、その後もまた同様とする。 

 
 以上の協定締結の証として、本書を３通作成し、甲乙丙三者記名押印の上、各自１通を保有
するものとする。 

令和 ７年   月   日 

（甲） 医療法人タピック宮里病院 

院 長                  （自署・社印） 

（乙） 沖縄県立名護特別支援学校 

校 長                  （自署・公印） 

（丙） 沖縄県立桜野特別支援学校 

校 長              （自署・公印） 
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協定書に係る取り決め事項 

 

 医療法人タピック宮里病院（以下「甲」という。）と沖縄県立名護特別支援学校（以

下「乙」という。）、沖縄県立桜野特別支援学校（以下「丙」という。）、が締結する協

定書の取り決め事項は以下のとおりとする。 

 

１ 第２条関係 

 第２条で定める協力内容については、次のとおりの取り扱いとする。 

（１）職業等における教員及び生徒への技術指導及び助言 

① 学校内にある教材、材料等を使用することを原則とする。 

② 甲の講師に係る謝金は支給しない。 

 

（２）研修プログラム及び教材等の提供・貸し出し 

① 甲の可能な範囲内での提供及び貸し出しに限ることとする。 

② 提供及び貸し出しに係る賃借料等は支給しない。 

 

（３）甲の指定する部署内での就業体験 

① 就業体験とは、学校教育の一環として１週間から１ヶ月程度の期間で実施

し、将来自立し、社会参加できる人間を育成するための職場体験実習（以

下「実習」という。）である。 

② 平日の実習を基本とし、実習時間等については、甲と各学校で調整するも

のとする。 

③ 実習場所への生徒の送迎については、各学校や保護者等の対応とする。た

だし、甲乙または甲丙合意の基、実習先の指定する送迎方法を妨げるもの

ではない。 

④ 実習先の状況や要請に応じて、学校職員が実習生の支援を行う。 

⑤ 実習時に必要な保険加入、事故等については、各学校や保護者等の対応と

する。 

⑥ 実習に参加する生徒の報酬等は支給しない。 

 

（４）甲の関係者による乙または丙の学校見学 

① 甲の関係者の移動に係る交通費は支給しない。 

② 学校見学における写真撮影は、乙または丙の職員の許可を得てから行う。 

③ 乙または丙より提供される資料は、甲の関係者のみで共有を可能とし、甲

関係者以外の第３者には資料の共有を行わないこととする。 

 

（５）甲の求人情報の提供 

① 甲は、可能な範囲で乙および丙へ求人等に関する情報提供をする。 

② 乙および丙は、求職希望生徒等へ情報提供する。 

 

３ 第３条関係 

 「別に定める様式」については、別紙のとおりとする。 
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学
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①
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術
指
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・
助
言
②
研
修
協
力
④
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校
見
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・ 内 容 の 周 知
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・ ⑤ 求 人 情 報 提 供

連
絡
事
務
局

・
名
護
特
支
進
路
指
導
部

・
桜
野
特
支
進
路
指
導
部 ・ 事 業 計 画 提 案

・ 調 整 依 頼

連
絡
事
務
局

・
管
理
部

②
事
業
計
画
書
の
提
出
、
③
就
業
体
験
④
学
校
見
学
依
頼

事
業
応
諾
の
連
絡
、
⑤
求
人
情
報
提
供

事 業 計 画

の 調 整

・ 内 容 の 周 知

・ 内 容 の 周 知

協
定
書
締
結
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別紙１ 

令和  年  月  日 

事業計画（承諾）書 

学校名 県立   特別支援学校 学校長名  

担当者名  所属(学部)  

電話・FAX  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 

（１）職業等における教員及び生徒への技術指導及び助言 

（２）研修プログラム及び教材等の提供・貸し出し 

希望内容 
 

希望日時 
 

その他 

希望する事項 

 

※宮里病院 

記入欄 

 

 

（３）企業内での就業体験 

希望日程等 
 

その他 

希望する事項 

 

※宮里病院 

記入欄 
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別紙２ 

令和  年  月  日 

 

学校見学依頼書 

 

拝啓  

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より本校の教育活動にご理解・ご

協力をいただき感謝申し上げます。 

さて、医療法人タピック宮里病院と沖縄県立名護特別支援学校、桜野特別支援学校が締結

する協定書第２条（４）に基づき、特別支援教育や障がい者雇用への理解を促進する機会と

させていただきたく、下記日程にて学校見学会を開催いたします。多くの方のご参加をお待

ちしています。 

 

敬具 

 

 

記 

 

１．日 時  ： 令和 年 月 日（ ）   00：00 ～ 00：00 

２．場 所  ： 沖縄県立〇〇支援学校 （ 名護市〇〇〇〇〇 ） 

３．内 容  ： ①（例）教室やトイレなどの設備環境について 

②（例）個に応じた学習支援について 

③（例）個に応じた生活支援について 

 

以上 

 

 

【本件担当】 

沖縄県立〇〇特別支援学校 

進路：名護特太郎 

電話：0980－〇〇－〇〇〇〇 

FAX：0980－〇〇－〇〇〇〇 
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